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平成28年度 個別労働関係紛争解決制度の施行状況 

～相談件数は減少するも、「いじめ・嫌がらせ」の相談が3年連続トップ～ 
 

鹿児島労働局（局長 江原
えはら

 由
よし

明
あき

）では、このたび「平成28年度個別労働紛争解決制度

の施行状況」を取りまとめました。 

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間における労働関係のトラブ

ルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助

言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の３つの方法があります。（資料１） 

 

【ポイント】 

１．総合労働相談は前年度と比べて減少。助言・指導の申出件数は増加するも、あっせん 

申請は減少（資料２の１） 
 ・総合労働相談件数              7,297件（前年同期比3.1％減） 

   うち民事上の個別労働紛争相談件数（※ ）  3.053件（  同  9.2％減） 

 ・助言・指導申出件数                      63件（  同  2.6％増） 

 ・あっせん申請受理件数                  35件（  同  36.4％減） 

 

２．民事上の個別労働紛争の相談においては、「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ。 

「いじめ・嫌がらせ」は助言・指導の申出においてもトップとなり、あっせん申請にお 

いても、「解雇」に並びトップとなった。(資料２の２) 
 ・民事上の個別労働紛争の相談の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」が774件（同8.7％減）と前年度 

より減少するも、相談のトップを占めている。次いで多いのは「自己都合退職」の620件（同11.9％ 

増）で増加傾向にある。 

 ・「いじめ・嫌がらせ」については、助言・指導の申出件数が24件（同26.3％増）、あっせん申請は

11件（同45.0％減）となった。 

 

【今後の取組】 
 鹿児島労働局では、今後も労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用

を的確に行い、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に取り組む。 

 

※「民事上の個別労働紛争」：労働条件その他労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争（労

働基準法等の違反に係るものを除く） 

 

＜添付資料＞ 

資料１．個別労働紛争解決制度の枠組み 

資料２．平成28年度個別紛争解決制度の運用状況 

資料３．平成28年度における助言・指導及びあっせんの事例 

資料４．総合労働相談コーナ一覧 
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個別労働紛争解決制度の枠組み 

 

 
【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第３条】        

総合労働相談コーナー 
鹿児島労働局及び労働基準監督署に設置：県内６か所 
 

平成 28 年度 総合労働相談件数※１

   7,297 件 
うち、〇法制度の問い合わせ 

（4,184 件） 

〇労働基準法等の違反の疑いのあるもの 
（1,014 件） 

関係機関 

〇鹿児島県 
 ・雇用労政課 
 ・労働委員会 

〇裁判所 

〇法テラス    等 

労働基準監督署 
公共職業安定所 等 

関係法令に基づく 
行政指導等 

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第５条】 

紛争調整委員会によるあっせん※5 
 
 〇申請件数（35 件） 

内訳 ①いじめ・嫌がらせ・・ 11 件 
   ②解雇・・・・・・・・ 11 件 
   ③自己都合退職・・・・  5 件 

 

※１ 総合労働相談コーナーにおいて、あらゆる労働相談にワンストップで対応 

※２ 労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争に係る相談 

（労働基準法等の違反に係るものを除く） 

※３ 複数の内容にまたがる相談等が行われた場合には、複数の内容を件数に計上している。 

※４ 民事上の個別労働紛争について、労働局長が紛争当事者に対し、解決の方向性を示し、自主的な解決を促進 
※５ 労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や大学教授等労働問題の専門家）による解決の促進 
※６ 複数の内容にまたがる申出・申請が行われた場合には、複数の内容を件数に計上 

相談者 

情報提供
連携 

取次ぎ 

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第４条】 

労働局長による助言・指導※4 
 
 〇申出件数（63 件） 

内訳 ①いじめ・嫌がらせ・・ 24 件 
   ②解雇・・・・・・・・ 11 件 
   ③労働条件の引き下げ・・7 件 

 

〇民事上の個別労働紛争相談件数※２ 
（3,053 件） 

内訳 ①いじめ・いやがらせ・・ 774 件 
   ②自己都合退職・・・・・ 620 件 
   ③解雇・・・・・・・・・ 539 件 

申出 申請 

申請 
※６ ※６ 

※３ 

資資料
資料１ 



資料２

　１　総合労働相談　｜　（１）相談件数の推移

　２　民事上の個別労働紛争　｜　（１）相談内容別の件数

平成28年度個別労働紛争解決制度の運用状況

※　「民事上の個別労働紛争」　： 労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者
　　と事業主との間の紛争（労働基準法等の違反に係るものを除く）。

※　内訳延べ合計件数　： 上記（１）の民事上の個別労働紛争相談件数3,053件のうち、1回の相談
　　 において複数の内容にまたがる場合は内容ごとに計上。



　２　民事上の個別労働紛争　｜　（２）主な相談内容別の件数推移　

　３　労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせん　

　　（１）　助言・指導申出件数及びあっせん申請受理件数

※１　「助言・指導」　： 民事上の個別労働紛争について、労働局長が、紛争当事者に対して解決の
　　 方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。
※２　「あっせん」　： 労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や大学教授
　　 教授など労働問題の専門家）が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の
　　 解決を図る制度。

0

200

400

600

800

1000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

いじめ・嫌がらせ

774件(-8.7%)

自己都合退職

620件(11.9%)

解雇

539件(-8.0%)

退職勧奨

295件(-18.7%)

労働条件の引下げ

269件(-42.0%)

雇止め

114件(-8.8%)



　　（２）　助言・指導における主な申出内容別の件数推移

　　（参考）助言・指導申出の内容別件数（平成２８年度）

　　　※　助言・指導申出件数６３件のうち、複数の内容に渡る申出があった場合はそれぞれに件数として計上

　　（３）　あっせんにおける主な申出内容別の件数推移

　　（参考）あっせん申請の内容別件数（平成２８年度）

　　　※　申請件数３５件のうち、複数の内容に渡る申請があった場合はそれぞれに件数として計上








